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概　　要

固定資産税・都市計画税は、下記の算式により算出されるそれぞれの税額の合計額により賦課を行います。
　　固定資産税額　＝　課税標準額　　×　　１．４％　（固定資産税の税率）
　　都市計画税額　＝　課税標準額　　×　　０．３％　（都市計画税の税率）
※　住宅用地については課税標準額の特例措置が適用されますが、特例率が異なるため、それぞれの課税標準額が異なります。
　　　　　　固定資産税の特例率・・・・小規模住宅用地は評価額の６分の１、一般住宅用地は評価額の３分の１
　　　　　　都市計画税の特例率・・・・小規模住宅用地は評価額の３分の１、一般住宅用地は評価額の３分の２
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